
楚
辞

「
遠
遊
」

と

「
大
人
賦
」

!
ー
ー
天
界
遊
行
モ
テ
ィ
!
フ
を
中
心
と
し
て
!
l
l

は
じ
め
に

楚
辞
「
離
騒
」
の
後
半
部
分
に
は
、
主
人
公
が
神
々
や
想
像
上
の

生
き
物
を
従
え
て
天
界
を
遊
行
す
る
幻
想
的
な
場
面
が
描
か
れ
て
い

即
る
。
こ
の
天
界
遊
行
モ
テ
ィ

1
7
は
、
漢
代
に
作
ら
れ
た
も
の
を
合

伐
む
他
の
多
く
の
楚
辞
作
品
に
踏
襲
さ
れ
る
一
方
で
、
漢
賦
に
も
取
り

む
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
漠
代
の
文
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
言
え

人
る
。

伐
と
こ
ろ
が
、
「
離
騒
」
の
天
界
遊
行
モ
テ
ィ

1
7
を
取
り
入
れ
た
こ

と
れ
ら
の
作
品
を
見
て
み
る
と
、
そ
の
モ
テ
ィ

1
7
が
現
れ
る
文
脈
は

組
一
様
で
は
な
い
。
中
で
も
特
に
顕
著
な
相
違
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の

イ
は
、
漢
代
の
楚
辞
作
品
と
さ
れ
る
「
遠
遊
」
に
お
い
て
、
主
人
公
が

知
現
実
世
界
で
の
不
遇
か
ら
逃
避
す
る
手
段
と
し
て
現
れ
る
天
界
遊
行

モ
テ
ィ

1
7
が
、
漢
賦
の
代
表
的
作
家
司
馬
相
如
の
「
大
人
賦
」
に

お
い
て
は
、
帝
王
の
卓
越
性
を
示
す
モ
テ
ィ

l
フ
と
し
て
現
れ
て
い
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子

る
点
で
あ
る
。
従
来
、
こ
の
点
に
関
す
る
説
明
は
、
司
馬
相
如
が
楚

辞
の
表
現
方
法
を
帝
王
賛
美
の
作
品
に
取
り
入
れ
た
の
だ
と
い
う
簡

単
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
楚
辞
作
品
の
中
で
不
遇
の
士
の
現

実
逃
避
を
描
く
表
現
と
し
て
定
着
し
て
い
た
天
界
遊
行
モ
テ
ィ

1
7

が
、
司
馬
相
如
作
品
の
中
で
は
一
転
し
て
帝
王
を
賛
美
す
る
手
段
と

し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
改
め
て
向
き
合
う
と
き
、
そ

も
そ
も
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
大
幅
な
イ
メ
ー
ジ
の
転
換
が
起
こ
っ
た
の

か
、
と
い
う
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。

筆
者
は
か
つ
て
「
離
騒
」
の
天
界
遊
行
モ
テ
ィ

1
7
に
つ
い
て
考

察
し
、
そ
れ
が
元
来
王
者
の
イ
メ
ー
ジ
を
表
す
役
割
を
持
つ
の
で
は

な
い
か
と
の
推
論
を
行
つ
目
。
そ
の
推
論
が
当
た
っ
て
い
る
と
す
れ

ば
、
「
大
人
賦
」
は
「
離
騒
」
か
ら
、
王
者
を
描
く
手
段
と
し
て
そ
の

ま
ま
天
界
遊
行
モ
テ
ィ

l
ア
を
借
り
た
こ
と
に
な
り
、
上
記
の
疑
問

は
解
決
す
る
。
し
か
し
そ
う
な
る
と
今
度
は
、
「
離
騒
」
か
ら
「
遠
遊
」

に
継
承
さ
れ
る
際
に
、
天
界
遊
行
モ
テ
ィ

l
フ
の
イ
メ
ー
ジ
に
変
化



2

が
起
き
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
や
は
り
そ
の
理
由
に
対
す
る
疑
問
が

2
 

残
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
遠
遊
」
と
「
大
人
賦
」
に
つ
い
て
は
、
成
立

の
先
後
関
係
を
め
ぐ
る
議
論
が
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て

そ
れ
は
、
両
作
品
に
お
け
る
天
界
遊
行
モ
テ
ィ

l
フ
の
継
承
と
変
容

を
考
え
る
上
で
も
、
避
け
て
通
る
こ
と
が
で
き
な
い
重
要
な
問
題
で

あ
る
と
恩
わ
れ
る
。

そ
こ
で
小
論
で
は
、
ま
ず
両
作
品
の
先
後
関
係
を
め
ぐ
る
こ
れ
ま

で
の
議
論
に
つ
い
て
概
観
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。
そ
の
後
、
特
に

両
作
品
の
天
界
遊
行
モ
テ
ィ

1
7
に
焦
点
を
絞
り
、
「
離
騒
」
と
の
比

較
を
通
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
明
確
に
し
て
い
く
。
そ
し
て
そ
の

結
果
を
踏
ま
え
、
「
遠
遊
」
と
「
大
人
賦
」
の
先
後
関
係
に
つ
い
て
考

察
す
る
と
と
も
に
、
天
界
遊
行
モ
テ
ィ

1
7
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
が
変

化
し
た
理
由
と
そ
の
時
期
に
つ
い
て
、
一
つ
の
仮
説
を
提
示
し
た
い
。

両
作
品
の
先
後
関
係
を
め
ぐ
る
諸
説

楚
辞
「
遠
遊
」
は
、
苦
し
み
の
多
い
世
俗
を
速
く
離
れ
た
い
と
願

う
主
人
公
が
、
仙
人
の
王
子
喬
か
ら
教
え
を
受
け
て
自
由
自
在
に
天

界
遊
行
を
行
い
、
登
仙
す
る
と
い
う
内
容
の
作
品
で
あ
る
。
一
方
「
大

人
賦
」
は
、
主
人
公
の
「
大
人
」
が
狭
苦
し
い
現
実
世
界
を
離
れ
て

天
界
遊
行
を
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
史
記
』
司
馬
相
如
伝
に
よ

れ
ば
、
乙
れ
は
司
馬
相
知
が
漢
の
武
帝
の
た
め
に
作
っ
た
も
の
で
あ

り
、
『
史
記
索
隠
』
に
「
張
揖
云
う
、
天
子
を
喰
う
と
。
(
張
揖
云
、
喰

天
子
。
)
」
、
「
向
秀
云
う
、
聖
人
の
位
に
在
る
も
の
は
、
之
れ
を
大
人

と
謂
う
と
。
(
向
秀
云
、
聖
人
在
位
、
謂
之
大
人
。
)
」
と
あ
る
よ
う
に
、

主
人
公
の
「
大
人
」
は
武
帝
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

よ
う
に
異
な
る
内
容
を
持
ち
な
が
ら
、
両
作
品
に
は
類
似
句
や
共
通

す
る
表
現
な
ど
が
数
多
く
見
ら
れ
目
。
そ
し
て
そ
れ
を
根
拠
に
、
両

作
品
の
成
立
の
先
後
関
係
を
め
ぐ
る
議
論
が
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
き

た
の
で
あ
る
。
ヲ
」
ζ

で
は
、
両
作
品
の
天
界
遊
行
モ
テ
ィ

l
フ
を
取

り
上
げ
る
に
先
立
ち
、
そ
う
し
た
議
論
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
き
た

為

。
し

①
「
遠
遊
」
を
屈
原
の
作
品
と
し
、
「
大
人
賦
」
を
そ
の
模
倣
作
と

見
な
す
意
見

「
大
人
賦
」
と
「
遠
遊
」
に
類
似
表
現
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
は
、

古
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
『
史
記
索
隠
』
は
晋
の
張
華

の
説
を
引
き
、
「
張
華
云
う
、
相
如
は
遠
遊
の
僅
を
作
り
て
、
大
人
を

以
て
之
れ
を
賦
す
と
。
(
張
華
云
、
相
如
作
遠
遊
之
艦
、
以
大
人
賦

之
。
)
」
と
述
べ
る
。
ま
た
朱
寮
も
『
楚
辞
集
注
』
の
「
遠
遊
」
に
お

い
て
、
「
司
馬
相
如
は
大
人
賦
を
作
る
に
、
多
く
其
の
諾
を
襲
う
。
然

れ
ど
も
周
子
の
到
る
所
は
、
相
如
の
能
く
其
の
寓
一
を
窺
う
所
に
あ

ら
ざ
る
な
り
。
(
司
馬
相
如
作
大
人
賦
、
多
襲
其
語
。
然
周
子
所
到
、



非
相
如
所
能
窺
其
蔦
一
也
。
)
」
と
、
「
大
人
賦
」
と
の
関
係
に
言
及
し

て
い
る
。

と
の
よ
う
に
、
後
漢
の
王
泡
が
『
楚
辞
章
句
』
の
中
で
「
遠
遊
は
、

周
原
の
作
る
所
な
り
。
(
遠
遊
者
、
屈
原
之
所
作
也
。
)
」
と
述
べ
て
以

来
、
両
作
品
の
聞
に
類
似
句
が
多
い
こ
と
に
関
し
て
は
、
司
馬
相
如

が
屈
原
の
作
品
で
あ
る
「
遠
遊
」
を
模
倣
し
て
「
大
人
賦
」
を
作
っ

た
の
だ
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
、
そ
れ
が
無
批
判
に
信
じ
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。

②
「
大
人
賦
」
が
「
遠
遊
」
に
先
行
す
る
と
見
な
す
意
見

と
と
ろ
が
清
末
以
後
、
疑
古
派
が
王
逸
の
乙
の
一
言
説
に
疑
い
を
持

即
つ
よ
う
に
な
る
と
、
「
遠
遊
」
を
屈
原
の
作
品
と
す
る
前
提
は
揺
ら
ぎ

侠
始
め
た
。
そ
し
て
そ
れ
と
同
時
に
、
「
遠
遊
」
と
「
大
人
賦
」
の
成
立

劇
の
先
後
関
係
を
め
ぐ
る
議
論
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

人
と
い
う
の
も
、
「
遠
遊
」
を
屈
原
の
作
品
で
は
な
く
、
漢
代
の
偽
作
で

じ
あ
る
と
見
な
す
人
々
が
、
「
大
人
賦
」
と
の
類
似
を
根
拠
の
一
つ
と
し

は
て
、
「
遠
遊
」
は
「
大
人
賦
」
を
模
倣
し
た
も
の
だ
と
主
張
し
た
た
め

蹴
で
あ
る
。
例
え
ば
、
挑
痛
が
『
古
文
辞
類
纂
』
で
「
大
人
賦
」
に
つ

A
4〕

イ
い
て
、
「
此
の
賦
は
多
〈
「
遠
瀞
」
よ
り
取
る
。
(
此
賦
多
取
於
遠
務
。
)
」

知
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
反
論
し
て
、
呉
…
明
織
は
「
遠
遊
」
の
方
が
「
大

3

人
賦
」
を
模
倣
し
た
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。

2

近
人
の
瀞
国
恩
氏
も
ま
た
「
遠
遊
」
が
屈
原
の
作
品
で
は
な
い
こ

と
を
示
す
証
拠
の
一
つ
と
し
て
「
大
人
賦
」
と
の
類
似
を
挙
げ
、
「
遠

遊
」
が
「
大
人
賦
」
を
模
倣
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な
い

と
見
な
し
て
い
る
。
そ
の
証
拠
と
し
て
氏
は
、
相
如
の
よ
う
な
天
才

的
辞
賦
家
に
模
倣
な
ど
あ
り
得
な
い
こ
と
、
楚
辞
文
学
に
精
通
し
た

武
帝
の
前
で
先
行
作
品
を
模
倣
し
た
も
の
を
披
露
す
る
は
ず
が
な
い

こ
と
、
『
史
記
』
司
馬
相
如
列
伝
の
記
述
に
よ
っ
て
「
大
人
賦
」
の
制

作
に
は
長
い
時
聞
を
要
し
た
と
推
測
で
き
る
こ
と
、
の
三
点
を
挙
げ

日
。
氏
が
挙
げ
る
こ
れ
ら
の
証
拠
の
内
、
三
点
目
の
制
作
時
間
の
長

さ
が
何
の
指
標
に
も
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
他
の

二
点
に
関
し
て
も
疑
問
の
余
地
は
残
る
。
司
馬
相
如
が
天
才
的
辞
賦

作
家
で
あ
り
、
ま
た
武
帝
が
楚
辞
文
学
に
通
暁
し
て
い
た
か
ら
と

い
っ
て
、
相
如
が
先
行
作
品
で
あ
る
「
遠
遊
」
を
模
倣
し
て
「
大
人

賦
」
を
作
り
、
そ
れ
を
武
帝
に
披
露
す
る
は
ず
が
な
い
、
と
は
必
ず

し
も
断
言
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
先
行
作
品
の
踏
襲
は
、
辞
賦
作
品

に
お
い
て
頻
繁
に
見
ら
れ
る
行
為
で
あ
り
、
実
際
に
「
大
人
賦
」
が

「
遠
遊
」
の
模
倣
で
な
い
と
し
て
も
、
表
現
の
多
く
を
「
離
騒
」
か
ら

借
り
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
大
人
賦
」
が
「
遠
遊
」
に
先
行
す
る
と
見
な
す
意

見
の
多
く
は
、
「
遠
遊
」
を
屈
原
に
仮
託
さ
れ
た
渓
代
の
偽
作
で
あ
る

と
す
る
説
を
裏
付
け
る
た
め
に
引
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
そ
の
証
拠
が
未
だ
確
実
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
た
め
、

「
遠
遊
」
は
「
大
人
賦
」
に
先
行
す
る
屈
原
の
作
品
で
あ
る
、
と
す
る



4

意
見
は
な
お
も
根
強
く
残
つ
目
。

③
「
遠
遊
」
が
「
大
人
賦
」
に
先
行
す
る
と
見
な
す
意
見

一
方
、
「
遠
遊
」
が
屈
原
に
仮
託
さ
れ
た
漢
代
の
作
品
で
あ
る
こ
と

は
認
め
な
が
ら
、
や
は
り
「
遠
遊
」
の
方
が
「
大
人
賦
」
に
先
行
す

る
と
い
う
意
見
も
あ
る
。
例
え
ば
福
永
光
司
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ

司令。

『
楚
辞
』
の
離
騒
篇
と
遠
遊
篇
と
、
乙
れ
に
司
馬
相
如
の
『
大
人

賦
』
を
加
え
た
三
つ
の
文
事
作
品
を
思
想
と
し
て
系
譜
づ
け
る

と
き
、
離
騒
篇
の
「
遠
逝
」
が
神
倦
化
さ
れ
て
遠
遊
篇
の
「
逮

遊
」
と
な
り
、
遠
遊
篇
の
神
健
が
さ
ら
に
帝
王
化
さ
れ
て
『
大

人
賦
』
と
な
っ
た
と
考
え
る
の
が
最
も
自
然
で
あ
ろ
う
。
:
・
司

馬
相
如
の
『
大
人
賦
』
は
、
乙
の
賦
に
先
だ
っ
遠
遊
篇
や
虚
殻

説
話
な
ど
を
ふ
ま
え
て
帝
王
の
健
意
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で

あ
る
。
い
う
な
れ
ば
神
健
の
帝
王
化
で
あ
り
、
帝
王
化
さ
れ
ぬ

遠
遊
篇
の
神
倦
が
帝
王
化
さ
れ
た
『
大
人
賦
』
の
神
優
に
先
行

す一位。

帝
王
化
さ
れ
な
い
、
一
般
の
個
人
の
神
仙
に
関
す
る
伝
説
が
、
帝

王
化
さ
れ
た
神
仙
の
そ
れ
に
先
行
す
る
と
い
う
福
永
氏
の
こ
の
見
解

も
ま
た
、
帝
王
以
外
の
神
仙
に
関
す
る
古
い
資
料
が
残
さ
れ
て
い
な

い
以
上
、
確
実
で
あ
る
と
の
保
証
は
な
い
。
先
に
帝
王
の
神
仙
に
関

す
る
伝
説
が
あ
り
、
後
に
そ
れ
が
一
般
の
個
人
の
神
仙
に
関
す
る
伝

説
に
変
化
し
た
可
能
性
も
考
え
得
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
「
遠
遊
」
と
「
大
人
賦
」
の
成
立
の
先

後
関
係
を
め
ぐ
っ
て
は
、
長
い
年
月
の
議
論
を
経
な
が
ら
、
未
だ
に

確
証
を
伴
う
結
論
が
出
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
中
で
、
小
南
一
郎
氏

は
近
年
、
先
行
の
諸
説
と
は
異
な
る
新
た
な
視
点
か
ら
独
自
の
見
解

を
提
出
し
て
い
る
。
氏
は
、
楚
辞
作
品
の
天
界
遊
行
表
現
に
反
映
さ

れ
た
道
家
思
想
の
様
相
か
ら
、
「
遠
遊
」
の
成
立
年
代
を
明
ら
か
に
し

よ
う
と
試
み
、
そ
の
作
業
の
一
環
と
し
て
「
大
人
賦
」
と
の
比
較
を

行
っ
て
い
る
。
両
作
品
の
天
界
遊
行
表
現
を
「
隊
騒
」
の
そ
れ
と
対

比
さ
せ
な
が
ら
比
較
す
る
氏
の
方
法
は
、
天
界
遊
行
モ
テ
ィ

1
7
の

変
容
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
小
論
に
と
っ
て
も
有
効
な
手
段

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
次
節
で
は
、
氏
の
見
解
に
つ
い
て
詳

し
く
見
て
い
き
た
い
。

「
遠
遊
」
と
「
大
人
賦
」
の
相
違
(
小
南
説
)

小
南
氏
は
「
離
騒
」
を
基
準
と
し
て
「
遠
遊
」
と
「
大
人
賦
」
の

内
容
を
比
較
し
た
結
果
、
用
い
ら
れ
て
い
る
語
設
に
は
共
通
点
が
あ

る
も
の
の
、
両
作
品
の
背
後
に
あ
る
思
想
構
造
は
大
き
く
異
な
る
と

分
析
し
て
い
組
。

ま
ず
第
一
に
氏
が
挙
げ
る
の
は
、
両
作
品
の
背
後
に
あ
る
「
神
話



的
地
理
観
念
」
の
相
違
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
遠
遊
」
の
背
後
に
あ

る
「
神
話
的
地
理
観
念
」
は
「
離
騒
」
の
そ
れ
を
直
接
継
承
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
「
大
人
賦
」
は
異
域
の
地
名
に
伴
う
神
仙
的
雰
囲
気
を

利
用
し
た
に
過
ぎ
な
い
た
め
、
背
後
に
「
厳
密
な
神
話
的
地
理
観
念
」

が
感
じ
ら
れ
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
挙
げ
る
の
は
、
肉
体
と
精
神
と
を
分
離
し
て
と
ら
え
る
観

念
が
表
れ
て
い
る
か
否
か
の
相
違
で
あ
る
。
「
離
騒
」
と
「
大
人
賦
」

で
は
、
肉
体
と
精
神
と
を
分
離
さ
せ
る
観
念
が
表
れ
て
い
な
い
が
、

「
遠
遊
」
で
は
そ
う
し
た
観
念
が
表
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
小
南

氏
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
大
人
賦
」
が
「
離
騒
」
を
直
接
継

承
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
と
い
う
。
そ
う
で
は
な

聞
く
、
帝
王
に
の
み
肉
体
を
伴
っ
た
ま
ま
の
天
界
遊
行
が
可
能
で
あ
る

伐
と
す
る
秦
漢
時
代
の
君
主
権
の
絶
対
性
が
、
「
大
人
賦
」
に
は
反
映
さ

刷
れ
て
い
る
と
、
氏
は
解
釈
す
る
。

人
第
三
に
、
氏
は
、
主
人
公
に
対
す
る
教
示
者
の
有
無
を
挙
げ
る
。
主

間
人
公
が
天
界
遊
行
に
出
発
す
る
際
、
「
離
騒
」
と
「
遠
遊
」
で
は
、
神
々

と
や
過
去
の
賢
者
、
神
仙
た
ち
の
教
え
を
受
げ
る
と
い
う
定
ま
っ
た
手

」謎
続
き
を
踏
ん
で
い
る
が
、
「
大
人
賦
」
で
は
そ
う
し
た
教
示
者
は
登
場

小
せ
ず
、
そ
の
点
に
お
い
て
「
大
人
賦
」
と
「
離
騒
」
・
「
遠
遊
」
と
の

知
聞
に
は
相
違
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。

5

以
上
の
よ
う
に
「
大
人
賦
」
の
特
殊
性
を
指
摘
し
た
上
で
、
小
南

2

氏
は
「
大
人
賦
」
と
「
遠
遊
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
独

自
の
見
解
を
提
示
し
て
い
る
。

「
大
人
賦
」
が
、
直
接
に
遠
遊
篇
を
参
照
し
て
い
た
か
、
少
な
く

と
も
楚
辞
文
慈
の
中
で
の
遠
遊
の
伝
承
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
た

上
で
作
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
そ

こ
に
記
述
さ
れ
る
遠
遊
の
性
格
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
っ
た
。

遠
遊
篇
で
守
ら
れ
て
い
た
、
楚
辞
文
欝
に
お
け
る
遠
遊
記
述
の

基
本
的
な
約
束
ご
と
が
、
「
大
人
賦
」
で
は
無
視
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
し
た
、
両
作
品
の
問
の
基
本
的
な
性
格
の
差
は
、
遠
遊
篇

と
「
大
人
賦
」
と
の
聞
の
年
代
的
な
隔
た
り
を
反
映
し
た
も
の

な
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
た
し
は
、
そ
う
で
は
な
く
、
両
者
の
基

本
的
な
性
格
の
違
い
は
、
文
響
伝
統
の
地
域
的
な
差
異
に
由
来

す
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。

司
馬
相
如
は
、
四
割
の
地
の
出
身
で
、
梁
孝
王
が
集
め
た
文
人

集
団
に
加
わ
り
、
の
ち
に
は
武
帝
の
も
と
に
あ
っ
て
、
賦
の
制

作
で
そ
の
名
を
知
ら
れ
た
、
宮
廷
文
学
者
で
あ
っ
た
。
か
れ
の

社
会
的
な
立
場
は
、
支
配
者
た
ち
の
消
閑
の
た
め
に
、
娯
楽
を

目
的
と
す
る
文
欝
作
品
を
作
る
文
人
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し

た
立
場
に
あ
る
司
馬
相
如
が
、
南
方
の
楚
辞
の
伝
統
と
接
触
し
、

そ
れ
を
北
方
の
宮
廷
文
裂
の
中
に
導
入
し
よ
う
と
し
た
時
、
南

方
の
作
品
の
上
に
、
必
然
的
に
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

補
訂
が
、
上
に
見
た
、
遠
遊
篇
と
「
大
人
賦
」
と
の
問
の
差
異

と
し
て
表
れ
て
い
る
の
だ
と
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
南
方
の
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遠
遊
文
整
に
は
、
そ
の
基
礎
に
あ
っ
た
宗
教
的
実
修
に
由
来
す

る
、
守
る
べ
き
か
た
ち
ゃ
規
範
が
あ
っ
た
。
そ
の
文
欝
が
宮
廷

に
取
り
込
ま
れ
る
時
、
元
来
は
厳
守
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
規

範
が
、
い
と
も
簡
単
に
無
視
さ
れ
て
、
ひ
と
び
と
の
耳
目
を
悦

ば
せ
る
た
め
の
文
馨
へ
と
変
質
し
た
の
で
あ
っ
た
。
も
し
こ
う

し
た
推
定
に
間
違
い
が
な
い
と
す
れ
ば
、
遠
遊
篤
と
「
大
人
賦
」

と
の
間
に
性
格
の
違
い
が
あ
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
年
代
的
な

隔
た
り
の
存
在
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品

の
背
後
に
あ
っ
た
文
蜜
伝
統
の
違
い
に
由
来
す
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
だ
ろ
目
。

こ
の
よ
う
に
小
南
氏
は
、
「
遠
遊
」
と
「
大
人
賦
」
の
関
係
を
成
立

年
代
の
差
異
で
は
な
く
、
文
護
と
し
て
の
性
格
の
違
い
か
ら
と
ら
え

よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
氏
の
こ
う
し
た
見
解
の

妥
当
性
を
確
認
す
る
た
め
、
以
下
で
は
実
際
に
「
離
騒
」
・
「
遠
遊
」
・

「
大
人
賦
」
の
天
界
遊
行
モ
テ
ィ

1
7を
比
較
し
な
が
ら
、
氏
の
挙
げ

る
「
大
人
賦
」
の
特
殊
性
三
点
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

「
離
騒
」
・
「
遠
遊
」
・
「
大
人
賦
」
の
比
較

(1)

遊
行
の
経
路
に
つ
い
て

小
南
氏
に
よ
れ
ば
、
三
作
品
の
中
で
「
大
人
賦
」
だ
け
が
、
背
後

に
「
厳
密
な
神
話
的
地
理
観
念
」
を
持
た
な
い
と
い
う
。
果
た
し
て

そ
の
通
り
で
あ
る
か
ど
う
か
、
こ
と
で
は
三
作
品
に
お
け
る
天
界
遊

行
の
経
路
を
順
に
見
て
い
き
た
い
。

(
1
)
t
a

「
敵
騒
」
の
天
界
遊
行
経
路

「
離
騒
」
の
主
人
公
は
、
二
度
に
分
げ
て
天
界
遊
行
に
出
か
げ
て
お

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
遊
行
に
現
れ
る
地
名
は
以
下
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
。

な
お
、
傍
線
部
は
経
路
に
現
れ
る
帝
や
神
の
名
を
表
す
。

【
一
度
目
】
蒼
梧
↓
豚
圃
↓
成
池
・
扶
桑
↓
若
木
↓
閤
闘
↓
白

水
・
関
風
↓
春
{
呂

【
二
度
目
】
天
津
↓
西
極
↓
流
沙
・
赤
水
・
困
劃
↓
不
周
・
西
海

一
度
目
の
遊
行
は
「
朝
に
靭
を
蒼
梧
に
殺
し
夕
に
余
れ
麟
圃
に

至
る
(
朝
溌
靭
於
蒼
梧
今
夕
余
至
乎
豚
圃
)
」
と
、
南
方
に
あ
る
舜

の
葬
地
「
蒼
梧
」
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
日
の
内
に
西
の
昆
諸
山
に
あ

る
「
鯨
岡
」
に
至
る
。
そ
し
て
「
余
が
馬
を
成
池
に
飲
ま
せ
余
が

轡
を
扶
桑
に
抱
ぷ
(
飲
余
馬
於
威
池
今
惚
余
轡
乎
扶
桑
)
」
と
、
太

陽
が
水
浴
び
を
す
る
東
の
「
成
池
」
や
、
東
方
の
神
樹
「
扶
軒
」
に

馬
を
繋
ぐ
。
ま
た
「
若
木
を
折
り
て
以
て
日
を
梯
い
(
折
若
木
以
抑

日
守
こ
と
あ
る
よ
う
に
、
昆
掃
の
西
極
に
生
え
る
神
樹
「
若
木
」
の

枝
を
折
る
。
次
に
主
人
公
は
「
吾
れ
帝
闘
を
し
て
闘
を
関
か
し
む
る

に
闘
闘
に
侍
り
て
予
れ
を
望
む
(
吾
令
帝
閣
閲
閥
守
情
悶
閤
而

望
予
)
」
と
、
天
門
の
「
悶
悶
」
へ
向
か
っ
た
後
、
「
朝
に
五
口
れ
終
に

白
水
を
祷
り
閲
風
に
登
り
て
馬
を
臓
が
ん
と
す
(
朝
吾
終
消
於
白



水
品
勺
登
閲
風
市
繰
馬
こ
と
、
昆
掃
を
水
源
と
す
る
「
白
柿
」
を
渡

り
、
昆
掃
の
上
に
あ
る
「
閲
風
」
に
登
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
広
妃
・

有
械
の
侠
女
・
有
虞
の
ニ
挑
と
い
っ
た
伝
説
上
の
女
性
た
ち
に
求
婚

す
べ
く
、
「
溢
ち
吾
れ
此
の
春
宮
に
遊
び
(
溢
吾
遊
此
春
宮
今
)
」
と
、

東
方
の
帝
の
宮
殿
で
あ
る
「
春
宮
」
に
至
る
の
で
あ
る
。

二
度
目
の
遊
行
で
は
、
主
人
公
は
「
朝
に
靭
を
天
津
に
裂
し
タ

ベ
に
余
れ
西
極
に
至
る
(
朝
護
靭
於
天
津
守
夕
余
至
乎
西
極
)
」
と
、

天
の
東
に
あ
る
天
河
の
渡
し
場
「
天
前
」
を
出
発
し
、
毘
掃
を
目
指

し
て
「
西
極
」
へ
向
か
う
。
そ
し
て
「
忽
ち
吾
れ
此
の
流
沙
を
行
き

赤
水
に
遵
い
て
容
興
す
(
忽
吾
行
此
流
沙
守
遵
赤
水
而
容
輿
)
」
と
、

砂
漠
の
「
流
沙
」
を
通
り
、
昆
衛
を
水
源
と
す
る
「
赤
純
」
に
沿
っ

。
て
進
む
。
途
中
、
「
西
皇
に
詔
し
て
予
を
渉
さ
し
む
(
詔
西
皇
使
渉
予
こ

知
と
あ
る
よ
う
に
、
西
方
の
帝
で
あ
る
「
西
艶
」
の
名
も
見
え
る
。
さ

刷
ら
に
主
人
公
は
「
不
周
に
路
し
て
以
て
左
縛
し
西
海
を
指
し
て
以

人
て
期
と
矯
す
(
路
不
周
以
左
縛
令
指
西
海
以
局
期
)
」
と
、
隊
列
を

町
詔
】

日
二
手
に
分
け
て
自
ら
は
昆
掃
の
西
北
に
あ
る
「
不
尽
」
の
道
を
行
き
、

と
「
西
海
」
で
の
再
会
を
期
し
た
後
、
「
皇
の
赫
戯
た
る
に
砂
陸
し
(
砂

趨
陸
皇
之
赫
戯
守
)
」
と
、
天
の
高
み
へ
と
上
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。

「
以
上
が
「
離
騒
」
に
お
げ
る
二
度
の
天
界
遊
行
の
経
路
で
あ
る
。
一

強
度
目
の
遊
行
で
は
、
東
西
の
地
名
が
交
互
に
現
れ
て
お
り
、
経
路
を

把
握
し
に
く
い
が
、
二
度
目
の
遊
行
で
は
、
東
の
「
天
津
」
を
出
発

;
し
た
後
、
ひ
た
す
ら
西
の
方
角
を
目
指
す
経
路
を
辿
っ
て
い
る
こ
と

が
看
取
さ
れ
よ
う
。

(
1
γ
b

「
大
人
賦
」
の
天
界
遊
行
経
路

「
大
人
賦
」
の
遊
行
経
路
は
次
の
よ
う
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

中
州
↓
少
陽
↓
太
陰
↓
飛
泉
↓
(
東
)
↓
崇
山
・
剰
・
九
疑
・

舜
↓
炎
火
・
弱
水
・
流
沙
↓
線
極
↓
(
昆
嶺
了
三
危
↓
闘
閤
・

帝
富
↓
関
風
↓
陰
山
・
西
王
母
↓
不
周
・
幽
都
↓
(
北
坂
了
玄

関
・
寒
門

よ
ぎ

主
人
公
は
「
中
州
」
を
出
て
上
昇
し
た
後
、
「
邪
め
に
少
陽
を
絶
り

て
太
陰
に
登
り
(
邪
絶
少
陽
而
登
太
陰
今
)
」
と
あ
る
よ
う
に
、
東
極

{n-

の
「
少
陽
」
を
よ
ぎ
っ
て
北
極
の
「
太
陰
」
に
登
る
。
そ
し
て
「
横

わ
た

ざ
ま
に
飛
泉
を
腐
り
て
以
て
正
に
東
す
(
横
腐
飛
泉
以
正
東
)
」
と
、

昆
掃
の
西
南
に
あ
る
「
飛
尉
」
の
谷
を
越
え
て
東
に
向
か
い
、
「
唐
尭

を
崇
山
に
歴
し
虞
舜
を
九
疑
に
過
ぐ
(
歴
唐
亮
於
崇
山
守
過
虞

詰〕

舜
於
九
疑
こ
と
、
莞
帝
の
眠
る
「
崇
山
」
と
舜
帝
の
眠
る
「
九
疑
」

を
訪
れ
る
。
ヲ
」
の
後
、
主
人
公
の
隊
列
は
ひ
た
す
ら
西
を
目
指
す
。
ま

み

ね

よ

ぎ

ず
「
炎
火
を
経
管
し
て
弱
水
に
浮
か
び
杭
も
て
浮
渚
を
絶
り
て
流

沙
を
渉
る
(
経
営
炎
火
而
浮
弱
水
守
杭
絶
浮
渚
市
渉
流
沙
)
」
と
あ

る
よ
う
に
、
昆
掃
の
外
に
あ
る
と
い
う
西
域
の
「
炎
火
」
の
山
を
め

ぐ
っ
て
、
昆
掃
を
源
と
す
る
「
弱
材
」
や
砂
漠
の
「
流
沙
」
を
渡
る
。

そ
し
て
「
線
極
に
奄
息
し
て
氾
濫
の
水
に
嬉
し
み
(
奄
息
線
極
氾
濫

水
嬉
守
ご
と
、
西
域
に
あ
る
「
線
極
(
葱
領
ご
の
帥
や
水
の
流
れ
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で
身
体
を
休
め
た
後
、
「
西
に
昆
擦
の
札
初
洗
忽
た
る
を
望
み
直
ち

2

に
径
ち
に
三
危
に
馳
す
(
西
望
昆
衛
之
乳
均
洗
忽
守
直
径
馳
乎
三

危
)
」
と
、
迄
か
西
方
に
「
昆
衛
」
の
山
を
確
認
す
る
や
否
や
、
ま
っ

す
ぐ
「
三
危
」
の
帥
に
向
か
う
。
そ
し
て
「
閤
闘
を
押
し
開
い
て
帝

宮
に
入
り
玉
女
を
載
せ
て
之
れ
と
帰
る
(
排
悶
闘
市
入
帝
宮
守

載
玉
女
而
輿
之
蹄
)
」
と
、
天
門
の
「
閲
闘
」
を
聞
い
て
上
帝
の
宮
殿

に
入
り
、
神
女
の
「
玉
女
」
を
連
れ
て
帰
る
。
ま
た
、
「
関
風
に
箭
し

は
る

て
揺
か
に
集
ま
り
(
針
関
風
而
揺
集
分
)
」
と
、
昆
衛
の
上
に
あ
る
「
閲

風
」
に
登
っ
た
後
、
「
低
く
陰
山
を
回
り
て
期
り
て
以
て
好
曲
し
吾

れ
乃
ち
今
西
王
母
の
曜
然
た
る
白
首
を
目
賭
す
(
低
回
陰
山
矧
以

好
曲
今
吾
乃
今
回
賭
西
王
母
曜
然
白
首
)
」
と
、
昆
掃
の
西
に
あ
る

《
初
)

「
陰
山
」
を
め
ぐ
っ
て
「
西
王
母
」
に
会
う
。
し
か
し
西
王
母
の
姿
に

さ

幻
滅
し
た
主
人
公
は
、
「
車
を
回
ら
せ
て
掲
り
来
た
り
絶
り
て
不
周

に
道
し
幽
都
に
曾
食
す
(
回
車
場
来
守
絶
道
不
周
禽
食
幽
都
ご
と
、

向
き
を
変
え
て
昆
掃
の
西
北
に
あ
る
「
不
周
」
へ
と
向
か
い
、
「
幽
都
」

〈
る

で
会
食
す
る
。
そ
し
て
「
直
中
の
障
侠
な
る
に
迫
し
み
節
を
輔
副
し

て
北
根
よ
り
出
づ
(
迫
直
中
之
隆
快
今
辞
節
出
乎
北
根
)
」
と
あ
る

よ
う
に
、
こ
の
世
の
狭
苦
し
き
を
厭
っ
て
北
の
果
て
か
ら
出
ょ
う
と

す

す
る
。
最
後
に
は
「
屯
騎
を
玄
関
に
遺
し
先
駆
を
寒
門
に
軟
ぐ
(
遺

屯
騎
於
玄
関
今
軟
先
騒
於
寒
門
)
」
と
、
駐
屯
の
騎
を
北
極
の
山
「
玄

関
」
に
残
し
、
先
駆
げ
の
騎
を
天
の
北
門
で
あ
る
「
寒
開
」
で
追
い

越
し
て
、
こ
の
世
の
外
へ
と
去
っ
て
行
く
。

以
上
に
示
し
た
「
大
人
賦
」
の
遊
行
経
路
を
見
て
み
る
と
、
序
盤

は
各
方
向
の
地
名
が
錯
綜
し
て
い
る
が
、
中
盤
以
降
は
ひ
た
す
ら
西

へ
と
向
か
い
、
西
方
の
地
を
続
け
て
め
ぐ
っ
た
後
、
最
後
に
北
の
果

て
に
向
か
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
盤
以
降
の

経
路
は
把
握
し
や
す
い
明
瞭
な
も
の
で
あ
り
、
乙
れ
を
見
る
限
り
に

お
い
て
は
、
必
ず
し
も
「
大
人
賦
」
に
「
厳
密
な
神
話
的
地
理
観
念
」

が
欠
如
し
て
い
る
と
は
感
じ
ら
れ
な
い
。

(
1
)
I
C

「
遠
遊
」
の
天
界
遊
行
経
路

「
遠
遊
」
は
、
世
を
厭
う
主
人
公
の
憂
苦
と
登
仙
へ
の
憧
れ
が
述
べ

ら
れ
る
前
半
部
分
と
、
「
重
ね
て
日
く
」
と
い
う
言
葉
か
ら
始
ま
る
後

半
部
分
と
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
主
人
公
が
実
際
に
天
界
遊
行
を

行
う
様
子
は
、
後
半
部
分
の
方
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て

以
下
に
示
し
た
も
の
は
、
作
品
の
後
半
部
分
に
見
え
る
遊
行
の
経
路

で
あ
る
。南

巣
・
王
子
喬
↓
丹
丘
・
羽
人
・
不
死
の
奮
郷
↓
湯
谷
・
九
陽

↓
飛
泉
↓
南
州
↓
間
関
・
帝
宮
・
太
儀
↓
於
微
閤
↓
句
芭
・
太

閤
↓
開
制
・
岡
劃
↓
創
州
・
南
疑
・
制
劇
↓
寒
門
・
桐
明
・
到

冥
主
人
公
は
「
南
巣
」
で
王
子
喬
か
ら
教
示
を
受
げ
た
後
、
遊
行
へ

と
出
発
す
る
。
は
じ
め
に
「
羽
人
に
丹
丘
に
仰
い
不
死
の
首
郷
に

留
ま
る
(
仰
羽
人
於
丹
丘
守
留
不
死
之
萄
郷
こ
と
あ
る
よ
う
に
、



昼
夜
を
問
わ
ず
常
に
明
る
い
「
丹
邸
」
の
「
羽
人
」
の
も
と
を
訪
れ

て
「
不
死
の
古
田
郷
」
に
留
ま
る
。
そ
し
て
、
「
朝
に
髪
を
湯
谷
に
濯
い

タ
に
余
が
身
を
九
陽
に
蹄
か
す
(
朝
濯
髪
於
湯
谷
今
夕
附
余
身
今

九
陽
)
」
と
、
東
の
「
湯
部
」
で
髪
を
洗
い
、
天
地
の
果
て
で
九
つ
の

太
慨
に
身
を
晒
し
、
「
飛
泉
の
微
液
を
吸
い
(
吸
飛
泉
之
微
液
守
ご
と
、

「
飛
泉
」
で
喉
を
潤
す
。
さ
ら
に
「
南
州
の
炎
徳
を
嘉
し
桂
樹
の
冬

築
を
麗
し
と
す
(
嘉
南
州
之
炎
徳
守
麗
桂
樹
之
冬
築
)
」
と
、
南
国

の
火
徳
や
、
桂
の
冬
に
咲
く
花
を
愛
で
た
後
、
主
人
公
は
上
昇
し
、
「
天

闘
に
命
じ
て
其
れ
閥
を
聞
か
し
む
れ
ば
悶
闘
を
排
し
て
予
を
望
む

(
命
天
閤
其
閲
閥
今
排
閲
閤
而
望
予
)
」
と
、
天
の
門
を
開
け
さ
せ

て
天
帝
の
宮
殿
に
入
る
。
そ
し
て
「
朝
に
籾
を
太
儀
に
措
置
し
夕
に

り
始
め
て
於
微
聞
に
臨
む
(
朝
溌
靭
於
太
儀
今
夕
始
臨
乎
於
微
聞
こ

仰
と
、
天
帝
の
庭
「
太
臨
」
を
出
発
し
、
東
方
の
神
山
「
於
微
臨
」
を

舵
臨
む
。
こ
の
後
主
人
公
は
「
吾
れ
絡
に
句
十
亡
に
過
ら
ん
と
す
(
吾
将

人
過
乎
勾
芭
)
」
と
、
東
方
の
神
「
句
芭
」
の
い
る
所
を
通
り
、
「
太
位
岡

山
川
を
歴
て
以
て
右
に
縛
じ
(
歴
太
階
以
右
縛
令
)
」
と
、
東
方
の
帝
「
太

と
鞘
」
の
い
る
所
を
通
り
過
ぎ
る
。
続
い
て
「
藤
牧
に
西
皇
に
遇
う
(
遇

組
簿
牧
乎
西
皇
)
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
西
岨
」
す
な
わ
ち
西
方
の
帝
で

「
あ
る
少
俸
の
も
と
で
、
西
方
の
神
「
藤
牧
」
に
遇
う
。
さ
ら
に
「
炎

魁
神
を
指
し
て
直
ち
に
馳
せ
吾
れ
絡
に
南
疑
に
往
か
ん
と
す
(
指
炎

9

神
而
直
馳
守
吾
賂
往
乎
南
疑
)
」
と
、
「
炎
神
」
す
な
わ
ち
南
方
の

2

帝
で
あ
る
炎
帝
の
も
と
を
目
指
し
て
ま
っ
す
ぐ
に
進
み
、
南
方
の
九

疑
山
を
指
す
「
南
疑
」
へ
行
と
う
と
す
る
。
ま
た
「
祝
融
戒
め
て
還

《鴻〕

衡
し
(
祝
融
戒
而
還
衡
分
)
」
と
、
南
方
の
神
「
祝
融
」
が
、
お
供
の

者
を
戒
め
て
車
の
向
き
を
変
え
さ
せ
る
。
そ
の
後
主
人
公
は
「
節
を

と
お

箭
井
し
て
以
て
馳
驚
し
絶
坂
に
寒
門
に
漣
ざ
か
る
(
辞
井
節
以
馳

驚
守
迫
絶
坂
乎
案
、
門
こ
と
、
速
度
を
速
め
て
地
の
果
て
北
極
の
「
寒

門
」
ま
で
行
き
、
「
傾
頑
に
増
泳
に
従
う
(
従
傾
頑
乎
増
泳
ご
と
、
重

な
る
氷
の
上
で
北
方
の
帝
「
傾
頑
」
に
会
う
。
そ
し
て
「
玄
冥
を
歴

て
以
て
邪
径
し
(
歴
玄
冥
以
邪
径
今
)
」
と
、
北
方
の
神
で
あ
る
「
玄

関
」
の
い
る
所
を
過
ぎ
て
横
道
に
入
り
、
最
後
に
は
「
大
人
賦
」
の

場
合
と
同
じ
く
、
こ
の
世
の
外
へ
と
去
っ
て
行
く
。

こ
の
よ
う
に
「
遠
遊
」
の
遊
行
経
路
も
ま
た
、
序
盤
は
各
方
角
の

地
名
が
錯
綜
し
て
現
れ
る
た
め
進
路
を
把
握
し
に
く
い
。
し
か
し
途

中
か
ら
は
、
東
・
西
・
南
・
北
の
順
に
四
方
を
移
動
し
、
最
後
に
北

か
ら
超
俗
的
境
地
へ
と
向
か
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

上
記
の
よ
う
に
三
者
の
遊
行
経
路
を
検
討
し
た
結
果
、
「
離
騒
」
の

一
度
目
の
遊
行
と
「
大
人
賦
」
・
「
遠
遊
」
の
序
盤
の
遊
行
経
路
は
と

も
に
、
各
方
角
の
地
名
が
錯
綜
し
た
、
把
握
し
に
く
い
も
の
で
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
、
三
者
と
も
に
こ

の
部
分
に
お
い
て
は
「
厳
密
な
神
話
的
地
理
観
念
」
が
欠
如
し
て
い

る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
「
離
騒
」
の
二
度
目
の
港
行
と
「
大
人
賦
」
・

「
遠
遊
」
の
中
盤
以
降
の
遊
行
は
、
い
ず
れ
も
把
握
し
易
い
経
路
を



。
辿
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
部
分
に
つ
い
て
三
者
を
比
較
し
て
み

3

る
と
、
「
離
騒
」
と
「
大
人
賦
」
の
遊
行
は
、
い
ず
れ
も
ひ
た
す
ら
西

の
方
角
を
目
指
し
て
お
り
、
西
域
の
地
名
が
連
続
し
て
現
れ
る
点
に

お
い
て
共
通
し
て
い
る
。
一
方
「
遠
遊
」
の
遊
行
で
は
、
特
に
西
方

の
地
名
が
連
続
し
て
現
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
「
遠
遊
」
の
主
人

公
は
、
遊
行
の
中
盤
か
ら
終
盤
に
か
け
て
四
方
を
東
・
西
・
南
・
北

の
順
に
訪
れ
て
い
る
た
め
、
四
つ
の
方
角
が
均
等
に
現
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
四
つ
の
方
角
は
、
具
体
的
な
地
名
で
は
な
く
、

そ
の
方
角
の
神
や
帝
の
名
で
表
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
東
方
の

神
で
あ
る
「
句
芭
」
と
東
方
の
帝
で
あ
る
「
太
陪
」
、
西
方
の
帝
で
あ

る
「
西
皇
(
少
時
)
」
と
西
方
の
神
で
あ
る
「
瀞
牧
」
、
南
方
の
帝
で

あ
る
「
炎
神
(
炎
帝
)
」
と
南
方
の
神
で
あ
る
「
祝
融
」
、
北
方
の
帝

で
あ
る
「
頗
頑
」
と
北
方
の
神
で
あ
る
「
玄
冥
」
と
い
う
よ
う
に
、
四

方
の
帝
と
神
の
名
を
用
い
て
経
路
の
方
角
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
点
は
「
遠
遊
」
と
「
離
騒
」
・
「
大
人
賦
」
の
表
現
上

の
相
違
と
し
て
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
「
遠
遊
」
の
遊
行
経
路
に

は
、
他
の
二
作
品
の
も
の
に
比
べ
て
明
ら
か
に
規
則
性
を
備
え
た
面

が
あ
り
、
意
識
し
て
整
え
ら
れ
た
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
結
果
に
鑑
み
る
限
り
、
小
南
氏
の
よ
う
に
、
「
大
人
賦
」
だ

け
が
他
の
二
作
品
に
比
べ
て
「
厳
密
な
神
話
的
地
理
観
念
」
を
欠
い

て
い
る
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
遊
行
の
経
路
に
関

し
て
は
む
し
ろ
、
「
離
騒
」
と
「
大
人
賦
」
と
の
聞
に
共
通
点
が
見
ら

れ
、
「
遠
遊
」
が
他
の
二
作
品
に
は
な
い
特
殊
性
を
有
す
る
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

(
2
)

肉
体
と
精
神
を
分
離
さ
せ
る
観
念
に
つ
い
て

次
に
、
肉
体
と
精
神
を
分
離
さ
せ
る
観
念
の
有
無
に
つ
い
て
は
ど

う
で
あ
ろ
う
か
。
「
離
騒
」
と
「
大
人
賦
」
に
、
主
人
公
が
天
界
遊
行

の
際
に
肉
体
と
精
神
と
を
分
離
さ
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な

表
現
が
見
ら
れ
な
い
の
は
、
小
南
氏
の
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
。
一

方
「
逮
遊
」
で
は
ど
う
か
。
氏
は
「
遠
遊
」
の
遊
行
の
基
本
的
な
性

格
を
表
す
も
の
と
し
て
次
の
四
句
を
挙
げ
る
。

意
荒
忽
市
流
蕩
守
意
は
荒
忽
と
し
て
流
蕩
し

心
愁
懐
市
増
悲
心
は
愁
倭
と
し
て
増
ま
す
悲
し
む

神
傾
忽
市
不
反
守
神
は
傑
忽
と
し
て
反
ら
ず

形
枯
稿
而
濁
留
形
は
枯
稿
し
て
猫
り
留
ま
る

氏
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
は
主
人
公
の
「
神
」
つ
ま
り
魂
が
遠
遊
に

出
発
し
、
抜
け
殻
に
な
っ
た
「
形
」
す
な
わ
ち
肉
体
だ
け
が
現
世
に

取
り
残
さ
れ
る
と
表
現
さ
れ
て
お
り
、
「
遠
遊
」
の
遊
行
が
肉
体
を
現

世
に
遺
し
た
ま
ま
に
行
う
「
魂
の
旅
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
端
的

に
示
し
て
い
る
と
い
う
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
「
遠
遊
」
の
構
造
は
大
き
く

二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
。
主
人
公
が
現
世
に
お
け
る
憂
苦
と
登
仙
へ

の
憧
れ
を
述
べ
る
前
半
部
分
と
、
主
人
公
が
実
際
に
遊
行
に
出
発
す



る
様
子
が
具
体
的
に
描
写
さ
れ
る
後
半
部
分
で
あ
る
。
そ
し
て
小
南

氏
の
挙
げ
る
四
句
は
、
主
人
公
が
己
の
苦
し
み
を
吐
露
す
る
前
半
部

分
に
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
四
句
は
、
魂
が
肉

体
か
ら
離
れ
て
し
ま
う
程
に
主
人
公
の
憂
苦
が
甚
だ
し
い
こ
と
を
述

べ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
後
半
部
分
に
描
か
れ
る
天
界
遊
行
と
は

直
接
関
係
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
司
馬
相
知
の
作
品
と
さ
れ
る

「
長
門
賦
」
に
は
、
「
遠
遊
」
の
「
神
は
傾
忽
と
し
て
反
ら
ず
形
は

枯
椅
し
て
濁
り
留
ま
る
」
に
よ
く
似
た
「
魂
は
臓
侠
し
て
反
ら
ず
形

は
枯
楠
し
て
掛
り
居
る
(
魂
聡
侠
而
不
反
守
形
枯
稿
而
濁
居
」
と
い

う
句
が
見
え
る
が
、
こ
れ
も
、
憂
苦
の
余
り
主
人
公
の
魂
が
離
れ
て

肉
体
だ
け
が
残
さ
れ
る
と
い
う
文
脈
で
用
い
ら
れ
て
い
目
。
「
魂
」
が

即
離
れ
て
「
枯
稿
」
し
た
「
形
」
だ
貯
が
残
さ
れ
る
と
述
べ
る
こ
と
に

矢
よ
っ
て
、
武
帝
の
髄
愛
を
失
っ
た
陳
皇
后
の
悲
哀
を
強
調
し
て
い
る

引
の
で
あ
る
日
。

メ
「
逮
遊
」
に
お
け
る
遊
行
の
基
本
的
性
格
は
、
主
人
公
が
現
世
に
お

れ
い
け
る
憂
苦
や
登
仙
へ
の
憧
僚
を
述
べ
る
前
半
部
分
よ
り
も
む
し
ろ
、

μ
実
際
に
遊
行
を
行
う
後
半
部
分
に
こ
そ
表
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

蹴
ろ
う
か
。
そ
し
て
実
際
、
後
半
部
分
の
遊
行
の
場
面
に
は
、
精
神
と

「
肉
体
の
関
係
を
示
す
次
の
よ
う
な
表
現
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

約
玉
色
頒
以
腕
顔
今
玉
色
は
瓶
と
し
て
以
て
脱
顔
な
り

精
醇
粋
而
始
壮
精
は
醇
粋
に
し
て
始
め
て
壮
な
り

質
鈴
鎌
以
拘
約
今
質
は
鈴
錬
し
て
以
て
拘
約
た
り
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神
要
砂
以
淫
放
神
は
要
砂
と
し
て
以
て
淫
放
な
り

こ
こ
で
は
肉
体
を
表
す
「
玉
色
」
(
顔
色
)
と
「
質
」
、
精
神
を
表

す
「
精
」
と
「
神
」
が
そ
れ
ぞ
れ
別
に
描
か
れ
て
お
り
、
や
は
り
両

者
を
分
離
し
て
と
ら
え
る
観
念
が
存
在
す
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

し
か
し
ま
た
同
時
に
、
「
瓶
と
し
て
以
て
腕
顔
」
な
る
「
玉
色
」
と
、

「
醇
粋
に
し
て
始
め
て
壮
」
な
る
「
精
」
、
「
鋪
鎌
し
て
以
て
狗
約
」
た

る
「
質
」
と
、
「
要
砂
と
し
て
以
て
淫
放
」
な
る
「
神
」
は
、
密
接
な

関
係
を
持
つ
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
艶
の
あ
る

美
し
い
顔
色
を
備
え
た
肉
体
と
、
混
じ
り
け
の
な
い
精
神
、
こ
わ
ば

り
が
解
け
て
し
な
や
か
な
肉
体
と
、
精
微
で
自
由
な
精
神
と
が
そ
れ

ぞ
れ
密
接
な
一
対
と
し
て
描
写
さ
れ
て
お
り
、
肉
体
と
精
神
が
と
も

に
理
想
的
な
状
態
に
あ
る
様
子
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
か
ら
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
己
か
ら
は
、
肉
体
を
現
世
に

残
し
、
精
神
の
み
が
遊
行
す
る
様
子
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い

で
あ
ろ
う
。

加
え
て
「
遠
遊
」
後
半
部
分
に
は
、
「
管
塊
に
載
り
て
登
霞
し
浮

雲
を
掩
め
て
上
り
征
く
(
載
品
目
塊
而
登
霞
守
掩
浮
雲
而
上
征
こ
と

い
う
表
現
も
見
え
る
。
乙
の
「
載
管
塊
」
に
つ
い
て
朱
藁
は
、
次
の

よ
う
に
解
釈
を
試
み
て
い
る
。

載
、
猶
加
也
。
管
、
猶
炎
焚
也
。
:
此
言
焚
級
者
、
陰
盤
之
衆
、

若
有
光
景
也
。
霞
、
血
(
還
通
。
謂
遠
也
。
蓋
塊
不
受
魂
、
魂
不

戦
瞬
、
則
魂
遊
塊
降
雨
人
死
失
。
故
情
錬
之
士
、
必
使
魂
常
附
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塊
、
如
日
光
之
載
月
質
。
明
常
検
魂
、
如
月
質
之
受
日
光
。
則

神
不
馳
而
塊
不
死
、
遂
能
登
仙
遠
去
而
上
征
也
。
(
載
は
、
猶
お

加
う
る
の
ご
と
き
な
り
。
管
は
、
猶
お
炎
炎
の
ご
と
き
な
り
。
:

此
こ
に
炎
瞬
と
言
う
は
、
陰
璽
の
衆
ま
る
こ
と
、
光
景
有
る
が

若
け
れ
ば
な
り
。
霞
は
、
還
と
通
ず
。
透
き
を
謂
う
な
り
。
蓋

し
腕
魂
を
受
け
ず
、
魂
瞬
に
載
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
魂
遊
び
腕

降
り
て
人
死
す
。
放
に
惰
錬
の
士
は
、
必
ら
ず
魂
を
し
て
常
に

腕
に
附
け
、
日
光
の
月
質
に
載
る
が
如
か
ら
し
め
、
腿
を
し
て

常
に
魂
を
検
り
、
月
質
の
日
光
を
受
く
る
が
如
か
ら
し
む
れ
ば
、

則
ち
神
馳
せ
ず
し
て
塊
死
せ
ず
、
遂
に
能
く
登
仙
遠
去
し
て
上

り
征
く
な
り
。
)
(
「
楚
辞
集
注
』
巻
五
「
遼
遊
」
)

朱
寮
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
「
管
機
」
は
「
焚
塊
」
で
、
魂
と
と
も
に

あ
っ
て
輝
く
塊
で
あ
り
、
「
載
管
瞬
」
と
は
、
魂
が
そ
の
輝
く
塊
と
緊

密
な
状
態
に
あ
る
こ
と
だ
と
い
う
。
魂
と
瞬
が
ば
ら
ば
ら
に
な
る
と

人
は
死
ん
で
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
日
光
と
月
面
の
関
係
の
よ
う

に
、
常
に
魂
と
晩
と
を
緊
密
な
状
態
に
保
て
ば
、
登
仙
で
き
る
と
い

う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
載
替
塊
」
は
『
老
子
」
第
十
章
に
も
「
管
塊

に
載
り
て
一
を
抱
き
、
能
く
離
る
る
こ
と
無
か
ら
ん
か
。
(
戦
管
塊
抱

て
能
無
離
乎
。
こ
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
戟
管
瞬
」
に

つ
い
て
玉
弼
注
は
「
載
は
、
猶
お
庭
の
ご
と
き
な
り
。
管
塊
は
、
人

の
常
に
居
る
慮
な
り
。
(
戦
、
猶
慮
也
。
管
級
、
人
之
常
居
慮
也
。
)
」

と
述
べ
、
「
管
瞬
」
を
人
の
肉
体
と
見
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、

河
上
公
注
は
「
管
腕
は
、
魂
瞬
な
り
。
人
は
魂
瞬
の
上
に
載
り
、
以

て
生
く
る
を
得
。
醤
に
愛
し
て
之
れ
を
養
う
ベ
し
。
(
管
塊
、
魂
瞬
也
。

人
戦
魂
塊
之
上
、
得
以
生
。
営
愛
養
之
。
)
」
と
し
て
、
「
管
塊
」
を
「
魂

瞬
」
と
見
な
し
、
「
戦
管
塊
」
は
人
が
魂
暁
に
乗
っ
て
生
き
る
こ
と
だ

と
解
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
管
塊
」
を
文
字
通
り
塊
の
こ
と
と
見
な

す
か
、
魂
と
塊
の
両
方
を
指
す
と
見
な
す
か
で
古
来
解
釈
が
分
か
れ

る
よ
う
で
あ
る
。

木
村
英
一
氏
は
諸
説
を
検
討
し
た
結
果
、
「
管
塊
」
の
「
管
」
を
文

字
通
り
「
め
ぐ
る
」
「
と
り
ま
く
」
或
い
は
引
伸
義
の
「
い
と
な
む
」

で
あ
る
と
し
て
、
「
管
塊
」
は
「
(
自
己
)
を
と
り
ま
い
て
ゐ
る
肉
髄
」

も
し
く
は
「
(
生
活
機
能
を
)
い
と
な
ん
で
ゐ
る
肉
飽
」
の
こ
と
で
あ

り
、
「
抑
制
管
瞬
」
は
、
そ
う
し
た
「
生
き
て
動
い
て
ゐ
る
肉
髄
に
乗
」

る
こ
と
だ
と
解
釈
し
て
い
苧
ま
た
福
永
光
司
氏
は
、
「
管
塊
」
を
朱

嘉
の
よ
う
に
「
焚
瞬
」
と
見
な
し
、
「
「
焚
」
は
栄
、
営
と
同
義
で
、
明

る
く
輝
い
て
い
る
さ
ま
、
も
し
く
は
生
き
生
き
と
し
て
血
色
の
い
い

こ
と
。
し
た
が
っ
て
「
炎
瞬
」
も
し
く
は
「
営
塊
」
は
、
活
溌
な
生

命
活
動
を
営
ん
で
い
る
人
間
の
肉
体
、
生
き
て
い
る
体
を
い
う
。

「
載
」
は
乗
る
と
訓
む
(
「
説
文
解
字
』
)
。
・
要
す
る
に
「
営
暁
に
載

る
」
と
は
、
生
き
て
い
る
体
を
ふ
ま
え
る
、
肉
体
の
生
理
に
忠
実
に

(
m
u
v
 

従
う
の
意
で
あ
ろ
う
。
」
と
述
べ
る
。

結
局
、
「
魂
」
と
「
腕
」
の
両
者
が
緊
密
な
状
態
に
あ
る
乙
と
と
解



す
る
に
せ
よ
、
文
字
通
り
「
塊
」
の
み
を
指
す
と
し
て
「
生
き
た
肉

体
」
と
解
す
る
に
せ
よ
、
「
管
塊
」
に
「
塊
」
の
肉
体
的
要
素
が
含
ま

れ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
遠
遊
」
の
「
管
瞬
に

載
り
て
登
霞
し
浮
雲
を
掩
め
て
上
り
征
く
」
も
ま
た
、
肉
体
を
伴

う
遊
行
を
描
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
確
か
に
「
逮
遊
」
に
は
、
精
神
と
肉

体
を
分
け
て
と
ら
え
る
観
念
が
表
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
「
離

騒
」
や
「
大
人
賦
」
に
は
見
ら
れ
な
い
「
遠
遊
」
の
特
徴
で
あ
る
と

言
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
「
遠
遊
」
の
天
界
遊
行
が
、
小
南
氏
の

言
う
よ
う
な
肉
体
を
現
世
に
残
し
た
ま
ま
に
行
う
「
魂
の
旅
」
で
あ

る
と
は
断
言
で
き
な
い
。
精
神
と
肉
体
が
別
物
で
あ
る
こ
と
を
認
識

即
し
た
上
で
、
両
者
を
と
も
に
自
由
で
理
想
的
な
状
態
に
保
っ
た
ま
ま

伐
登
仙
す
る
様
子
が
、
「
遠
遊
」
の
中
で
天
界
遊
行
と
し
て
描
か
れ
て
い

刷
る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
肉
体
を
伴
う
天
界
遊

人
行
を
描
い
て
い
る
と
い
う
点
で
「
離
騒
」
「
大
人
賦
」
「
遠
遊
」
の
一
ニ

間
作
品
は
共
通
し
て
い
る
が
、
精
神
と
肉
体
を
分
離
し
て
と
ら
え
る
観

と
念
が
表
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
「
遠
遊
」
は
他
の
二
作
品
と

」一
四
異
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「醐

(3)

教
一
著
書
無
に
つ
い
て

3

最
後
に
、
教
示
者
の
有
無
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
小
南
氏
に
よ

3

れ
ば
、
主
人
公
が
天
界
遊
行
に
出
発
す
る
際
、
「
離
騒
」
と
「
遠
遊
」

で
は
、
神
々
や
過
去
の
賢
者
、
神
仙
た
ち
の
教
え
を
受
け
る
と
い
う

定
ま
っ
た
手
続
き
を
踏
ん
で
い
る
が
、
「
大
人
賦
」
で
は
そ
う
し
た
教

示
者
が
登
場
せ
ず
、
こ
の
点
で
「
大
人
賦
」
は
楚
辞
文
撃
と
一
線
を

函
す
と
い
う
。

「
遠
遊
」
の
主
人
公
は
、
小
南
氏
の
言
う
通
り
、
以
下
の
よ
う
に
王

子
喬
か
ら
教
え
を
受
け
た
後
、
遊
行
へ
と
旅
立
っ
て
い
る
。

見
王
子
而
宿
之
令
王
子
に
見
え
て
之
れ
に
宿
れ
ば

審
査
気
之
和
徳
宣
気
の
和
徳
を
審
か
に
す

日
道
可
受
今
不
可
侍
日
く
道
は
受
く
可
く
し
て
侍
う
可

か
ら
ず

其
小
無
内
今
其
大
無
根
其
の
小
な
る
こ
と
内
る
る
無
く
其

の
大
な
る
こ
と
根
り
無
し

な
ん

U

無
滑
市
魂
守
彼
賂
自
然
市
の
魂
を
滑
す
こ
と
無
く
ん
ば
彼

れ
絡
に
自
ら
然
ら
ん
と
す

萱
気
の
孔
だ
神
な
る
中
夜
に
於
て

存
す

虚
以
て
之
れ
を
待
つ
は

な
り

庶
類
以
て
成
る

萱
気
孔
神
令
於
中
夜
存

虚
以
待
之
守
無
局
之
先

無
痛
の
先

庶
類
以
成
守
此
徳
之
門

此
れ
徳
の
門
な
り

と

閲
至
貴
而
遂
但
令

忽
乎
吾
将
行

至
貴
を
聞
き
て
遂
に
但
き

忽
乎
と
し
て
吾
れ
絡
に
行
か
ん
と
す



「
離
騒
」
の
主
人
公
は
、
一
度
目
の
遊
行
に
際
し
て
「
}
抗
湘
を
済
り

て
以
て
南
征
し
重
翠
に
就
き
て
詞
を
倣
ベ
ん
(
済
況
湘
以
南
征
守

就
重
華
而
倣
詞
)
」
と
あ
る
よ
う
に
、
重
華
(
舜
)
の
も
と
を
訪
れ
、

一
方
的
に
過
去
の
王
朝
の
盛
衰
に
つ
い
て
己
の
考
え
を
述
べ
終
え
る

や
否
や
遊
行
へ
と
旅
立
つ
。

脆
敷
任
以
陳
僻
今
脆
き
て
妊
を
敷
き
以
て
僻
を
陳
ぶ
れ
ば

お
き

欣
吾
既
得
此
中
正
欧
ら
か
に
吾
れ
既
に
此
の
中
正
を
得
た
り

の

胸
玉
此
以
菜
驚
今
玉
此
を
細
に
し
て
以
て
驚
に
茶
り

ま

議
挨
風
余
上
征
溢
と
し
て
風
を
挨
ち
て
余
れ
上
征
す

こ
の
よ
う
に
「
離
騒
」
の
主
人
公
は
、
重
華
か
ら
一
雪
一
回
も
教
示
や

助
言
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
「
取
ら
か
に
五
日
れ
既
に
此
の
中
正
を
得
た

り
」
と
し
て
、
唐
突
に
天
上
へ
と
上
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
し
か
し

二
度
目
の
遊
行
の
前
に
は
、
「
萱
茅
を
索
り
て
以
て
経
世
帯
し
湿
気
に

命
じ
て
余
が
魚
に
之
れ
を
占
わ
し
む
(
索
蔓
茅
以
鐙
尊
守
命
霊
気

矯
余
占
之
)
」
と
、
霊
気
と
い
う
人
物
に
遊
行
の
吉
凶
を
占
わ
せ
る
。

そ
し
て
霊
気
は
、
「
日
く
勉
め
て
遠
逝
し
て
狐
疑
す
る
無
か
れ
執

な
ん
ロ

れ
か
美
を
求
め
て
女
を
稗
て
ん
(
日
勉
遠
逝
而
無
狐
疑
守
執
求
美

而
稗
女
)
」
と
、
出
発
を
後
押
し
す
る
の
で
あ
る
が
、
主
人
公
の
迷
い

は
払
拭
さ
れ
な
い
。
そ
こ
で
主
人
公
は
、
さ
ら
に
亙
成
と
い
う
神
的

存
在
に
伺
い
を
立
て
る
。

欲
従
霊
気
之
吉
占
守

心
猶
漁
而
狐
疑
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霊
気
の
吉
占
に
従
わ
ん
と
欲
す
れ
ど
も

心
猶
暗
即
し
て
狐
疑
す

亙
威
肺
門
タ
降
分
亙
戚
特
に
タ
ベ
に
降
ら
ん
と
し

懐
板
精
市
要
之
根
精
を
懐
き
て
之
れ
を
要
む

》
』
》
』
」
頃v』
』

百
神
間
騎
捌
其
備
降
今
百
神
は
由
騎
朝
い
て
其
れ
備
く
降
り

九
疑
績
其
並
迎
九
疑
は
績
と
し
て
其
れ
並
び
迎
う

皇
制
則
刻
其
揚
璽
守
皇
と
し
て
刻
刻
と
し
て
其
れ
盤
を
揚
げ

告
余
以
吉
故
余
に
告
ぐ
る
に
音
故
を
以
て
す

一
品
成
は
こ
の
後
、
遠
逝
し
て
探
し
求
め
れ
ば
、
主
人
公
に
も
必
ず

良
い
補
佐
者
が
見
つ
か
る
と
い
う
意
味
を
込
め
て
、
伝
説
の
王
者
と

補
佐
者
と
の
出
会
い
の
例
を
列
挙
し
、
霊
気
と
同
じ
よ
う
に
主
人
公

の
出
発
を
促
す
。
そ
し
て
彼
ら
の
言
葉
に
漸
く
意
を
決
し
た
主
人
公

は
、
遂
に
二
度
目
の
遊
行
に
出
発
す
る
の
で
あ
る
。

和
調
度
以
自
娯
分
調
度
を
和
し
て
以
て
自
ら
娯
み

柳
浮
務
而
求
女
柳
か
浮
瀞
し
て
女
を
求
め
ん

及
余
飾
之
方
壮
今
余
が
飾
の
方
に
壮
ん
な
る
に
及
び

周
流
観
乎
上
下
周
流
し
て
上
下
を
観
ん

霊
気
既
告
余
以
吉
占
今
霊
気
既
に
余
れ
に
告
ぐ
る
に
吉
占
を

以
て
し

え
ら

歴
吉
日
乎
吾
将
行
吉
日
を
歴
び
て
吾
れ
将
に
行
か
ん
と

す

折
現
校
以
錆
差
分
現
枝
を
折
り
て
以
て
差
と
矯
し

精
寝
殿
以
局
糠
喰
腐
を
精
げ
て
以
て
根
と
局
す

霊
気
や
湿
成
と
い
っ
た
、
主
人
公
に
助
言
を
与
え
る
者
が
現
れ
る



と
い
う
点
で
は
、
確
か
に
小
南
氏
の
言
う
よ
う
に
「
離
騒
」
と
「
遠

遊
」
は
共
通
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
主
人
公
に

対
す
る
教
示
者
を
め
ぐ
っ
て
は
、
よ
り
重
要
な
視
点
が
存
在
す
る
と

思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
離
騒
」
の
主
人
公
は
、
重
華
や
亙
威
か
ら

教
示
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
天
界
遊
行
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
わ

け
で
は
な
く
、
元
来
自
ら
の
力
で
遊
行
す
る
能
力
を
有
し
て
い
る
と

い
う
点
で
あ
る
。
霊
気
や
極
成
の
助
言
も
、
単
に
出
発
へ
の
迷
い
を

払
拭
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
最
終
的
に
主
人
公
は
自
ら
の
意

思
と
能
力
で
遊
行
へ
と
出
発
す
る
の
で
あ
る
。
一
度
目
の
出
発
の
際

の
「
秋
ら
か
に
吾
れ
既
に
此
の
中
正
を
得
た
り
」
と
い
う
言
葉
や
、
一
一

度
目
の
出
発
の
際
の
「
余
が
飾
の
方
に
壮
ん
な
る
に
及
び
周
流
し

即
て
上
下
を
観
ん
」
と
い
う
口
吻
か
ら
も
、
主
人
公
の
意
思
や
己
の
資

供
質
に
対
す
る
絶
対
的
自
信
が
窺
わ
れ
よ
う
。

む
そ
し
て
、
天
界
遊
行
を
行
う
能
力
を
元
来
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
と

人
い
う
点
は
、
「
大
人
賦
」
の
主
人
公
も
同
様
で
あ
っ
て
、
彼
も
ま
た
誰

止
の
教
示
も
受
け
ず
、
次
の
よ
う
に
作
品
冒
頭
か
ら
己
の
力
だ
け
で
遊

と
行
に
出
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

」鑓
悲

世

俗

之

迫

隆

今

世

俗

の

迫

陰

な

る

を

悲

し

み

I
I

場
経
翠
而
遠
務
趨
り
て
騒
奉
し
て
遠
瀞
す

抑
制
垂
絡
幡
之
索
腕
骨

4

絡
幡
の
素
腕
を
垂
れ

誠
雲
集
而
上
浮
雲
気
に
載
り
て
上
浮
す

一
方
、
「
遠
遊
」
の
主
人
公
は
作
品
冒
頭
部
分
に
お
い
て
、
何
者
か
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に
頼
ら
な
け
れ
ば
遊
行
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
自
ら
の
非
才
を
嘆

い
て
い
る
。

悲
時
俗
之
迫
阪
守
時
俗
の
迫
阪
な
る
を
悲
し
み

願
軽
翠
市
遠
遊
軽
挙
し
て
遠
遊
せ
ん
と
願
う
も

質
葬
簿
而
無
因
守
質
葬
薄
に
し
て
因
る
無
け
れ
ば

駕
託
乗
市
上
浮
斎
く
に
か
託
乗
し
て
上
浮
せ
ん
や

ま
た
「
遠
遊
」
に
お
い
て
、
赤
松
子
や
韓
衆
と
い
っ
た
古
の
登
仙

者
に
憧
れ
る
主
人
公
は
、
登
仙
の
方
法
を
伝
授
し
て
く
れ
る
師
を
求

め
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
「
軒
駿
は
挙
援
す
可
か
ら
ず
吾
れ
絡

に
玉
喬
に
従
い
て
娯
戯
せ
ん
と
す
(
軒
較
不
可
禁
援
守
吾
将
従
王

喬
而
娯
戯
)
」
と
述
べ
る
。
「
軒
犠
」
と
は
賞
帝
の
こ
と
で
あ
り
、
こ

の
句
は
『
史
記
』
封
禅
書
に
見
え
る
黄
帝
昇
天
の
伝
部
を
典
拠
と
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
「
軒
骸
」
す
な
わ
ち
黄
帝
を
乗
せ
た
龍
に
し
が

み
つ
い
た
群
臣
た
ち
の
よ
う
に
、
黄
帝
に
す
が
っ
て
天
に
上
る
こ
と

は
で
き
な
い
の
だ
、
と
い
う
主
人
公
の
言
葉
か
ら
は
、
彼
が
「
離
騒
」

や
「
大
人
賦
」
の
主
人
公
と
異
な
り
、
資
質
や
社
会
的
地
位
に
恵
ま

れ
な
い
人
物
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
一
向
。

最
終
的
に
「
遠
遊
」
の
主
人
公
は
「
至
貴
を
聞
き
て
遂
に
祖
き
忽

乎
と
し
て
吾
れ
終
に
行
か
ん
と
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
王
子
喬
の
貴

い
教
え
を
受
け
た
結
果
、
は
じ
め
て
天
界
遊
行
を
行
う
こ
と
が
可
能

と
な
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
主
人
公
の
資
質
や
社
会
的
地
位
に
関

し
て
、
「
離
騒
」
・
「
大
人
斌
」
の
こ
作
品
と
「
遠
遊
」
と
の
聞
に
重
大
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な
相
違
が
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

四

比
較
の
ま
と
め

以
上
、
「
離
騒
」
を
基
準
と
し
て
小
南
氏
が
提
示
し
た
、
「
遠
遊
」
と

「
大
人
賦
」
の
間
に
あ
る
三
つ
の
相
違
点
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
っ

て
三
作
品
の
天
界
遊
行
を
比
較
し
た
。
そ
の
結
果
は
以
下
の
よ
う

に
ま
と
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
第
一
に
、
「
遠
遊
」
の
天
界
遊
行
は
、

西
方
に
偏
る
こ
と
な
く
東
西
南
北
の
方
角
全
て
を
ほ
ぽ
均
等
に
め

ぐ
っ
て
い
る
点
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
角
が
四
方
の
帝
と
神
の
名
で
表
さ

れ
て
い
る
点
で
、
他
の
ニ
作
品
と
異
な
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
か
ら
、

「
遠
遊
」
の
経
路
は
「
離
騒
」
・
「
大
人
賦
」
の
そ
れ
を
参
考
に
、
意
識

的
に
整
え
ら
れ
た
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
第
二
に
、

精
神
と
肉
体
と
を
分
離
し
て
と
ら
え
る
観
念
が
、
「
離
騒
」
「
大
人
賦
」

の
天
界
遊
行
に
は
表
れ
て
い
な
い
が
、
「
遠
遊
」
に
は
顕
著
に
表
れ
て

い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
「
遠
遊
」
の
主
人
公
が
肉
体
を
置
き
去
り

に
し
て
、
精
神
の
み
の
遊
行
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け

で
は
な
い
。
精
神
と
肉
体
が
別
物
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
意
識
し
た

上
で
、
両
者
を
理
想
的
な
状
態
で
緊
密
に
保
っ
た
ま
ま
遊
行
し
、
登

仙
す
る
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
主

人
公
の
資
質
と
い
う
点
に
関
し
て
「
遠
遊
」
は
他
の
二
作
品
と
大
き

く
異
な
る
。
「
離
騒
」
と
「
大
人
賦
」
の
主
人
公
は
、
独
力
で
天
界
遊

行
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
資
質
を
は
じ
め
か
ら
有
し
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
「
遠
遊
」
の
主
人
公
は
そ
の
よ
う
な
資
質
に
恵
ま
れ
ず
、
王
子

喬
か
ら
教
示
を
受
け
て
漸
く
天
界
を
遊
行
す
る
力
を
獲
得
す
る
。
ま

た
、
自
ら
の
非
才
を
嘆
く
点
や
、
社
会
的
地
位
が
低
い
人
物
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
点
も
「
離
騒
」
や
「
大
人
賦
」
の
主
人
公
に
は
見
ら
れ

な
い
特
徴
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
い
ず
れ
の
点
に
お
い
て
も
「
遠
遊
」
が
「
敵
騒
」
・

「
大
人
賦
」
の
ニ
作
品
と
大
き
く
異
な
る
特
徴
を
持
つ
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。
つ
ま
り
「
大
人
賦
」
の
天
界
遊
行
と
「
遠
遊
」
の
そ
れ

と
の
聞
に
差
異
が
存
在
す
る
の
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
小
南
氏

の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
離
騒
」
・
「
遠
遊
」
と
「
大
人
賦
」
と
の
間
に

あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
離
騒
」
・
「
大
人
賦
」
と
「
遠
遊
」
と

の
間
に
存
在
す
る
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
小
南
氏
は
「
離
騒
」
と

「
遠
遊
」
と
を
宗
教
的
実
修
を
基
礎
に
持
つ
南
方
の
遠
遊
文
警
と
し
て

一
括
り
に
し
、
「
大
人
賦
」
を
、
そ
う
し
た
宗
教
的
実
修
を
基
礎
に
持

た
な
い
「
北
方
の
宮
廷
文
欝
」
と
し
て
区
別
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

「
離
騒
」
・
「
大
人
賦
」
と
「
遠
遊
」
と
の
聞
に
差
異
が
存
在
す
る
と
い

う
こ
こ
で
の
検
討
の
結
果
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
乙
れ
ら
の
作
品
の
関

係
を
再
度
と
ら
え
直
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



お
わ
り
に

前
節
に
お
け
る
小
南
説
の
検
討
を
通
し
て
見
え
て
き
た
の
は
、
「
離

騒
」
・
「
大
人
賦
」
の
天
界
遊
行
に
対
す
る
「
遠
遊
」
の
そ
れ
の
特
異

性
で
あ
っ
た
。
で
は
、
「
遠
遊
」
と
「
離
騒
」
・
「
大
人
賦
」
と
の
聞
に

存
在
す
る
こ
う
し
た
差
異
は
、
何
に
由
来
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ

れ
ぞ
れ
の
作
品
が
、
天
界
遊
行
モ
テ
ィ

1
7
を
用
い
て
描
写
す
る
も

の
に
注
目
し
て
み
る
と
、
「
離
騒
」
は
王
者
た
ら
ん
と
す
る
主
人
公
を
、

「
大
人
賦
」
は
「
帝
王
の
健
意
」
を
、
そ
し
て
「
遠
遊
」
は
神
仙
修
行

者
の
登
仙
を
、
そ
れ
ぞ
れ
描
写
す
る
た
め
に
天
界
遊
行
モ
テ
ィ

1
7

を
用
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
天
へ
と
飛
刻
す
る
王
者
の
伝
説
を

即
背
景
と
し
て
生
ま
れ
、
か
つ
て
は
王
者
に
の
み
可
能
と
さ
れ
た
天
へ

伐
の
飛
朔
は
、
や
が
て
王
者
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
天
界
遊
行
モ
テ
ィ
ー

刷
フ
と
な
っ
て
文
学
作
品
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
自
ら
王
者

人
た
ら
ん
と
す
る
「
離
騒
」
の
主
人
公
や
、
「
大
人
賦
」
の
主
人
公
で
あ

伐
る
帝
王
を
華
麗
に
演
出
す
る
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

と
た
と
推
測
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
「
遠
遊
」
は
、
そ
れ
ま
で
王
者
だ
げ

」舗
が
独
占
し
て
い
た
天
界
遊
行
モ
テ
ィ

1
7
を
、
一
般
の
個
人
の
登
仙

「
を
描
く
手
段
と
し
て
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

柏
町
「
大
人
賦
」
が
作
ら
れ
た
武
帝
期
は
、
漢
の
成
立
以
来
、
政
治
思
想

7

の
中
心
に
あ
っ
た
黄
老
道
を
は
じ
め
と
す
る
道
家
思
想
が
、
儒
教
の

3

国
教
化
に
よ
っ
て
そ
の
座
を
追
わ
れ
た
時
期
で
も
あ
る
。
道
家
思
想

は
そ
の
後
、
支
配
者
の
統
治
術
を
説
く
本
来
の
役
割
を
失
っ
て
下
野

し
、
個
人
の
処
世
術
や
養
生
術
を
説
く
も
の
と
し
て
生
き
延
び
る
一

方
、
神
仙
思
想
と
結
び
つ
き
、
次
第
に
宗
教
的
様
相
を
帯
び
て
い
っ

た
と
い
活
。
「
大
人
賦
」
と
「
遠
遊
」
の
天
界
遊
行
の
聞
に
存
在
す
る

差
異
は
、
漢
初
道
家
思
想
の
役
割
が
、
王
者
の
統
治
術
を
説
く
こ
と

か
ら
、
個
人
の
処
世
術
や
養
生
術
、
ひ
い
て
は
登
仙
を
説
く
こ
と
へ

と
変
化
し
て
い
く
そ
の
過
程
を
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
し
て
、
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
や
は
り
両
作
品
の
差
異

は
年
代
的
隔
た
り
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
よ
う
。

こ
の
推
測
を
裏
付
け
る
た
め
に
は
、
前
漢
当
時
の
道
家
思
想
の
様

相
や
、
道
家
思
想
と
天
界
遊
行
モ
テ
ィ

l
フ
と
の
関
係
に
つ
い
て
考

え
る
必
要
が
あ
る
と
恩
わ
れ
る
が
、
そ
の
際
、
『
准
南
子
』
が
重
要
な

手
が
か
り
を
提
供
し
て
く
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
『
准

南
子
』
は
儒
教
が
国
教
化
さ
れ
る
直
前
の
武
帝
期
に
、
道
家
思
想
を

中
心
と
し
た
政
治
理
念
を
提
示
す
る
目
的
で
編
纂
さ
れ
た
書
で
あ
る

ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
文
中
に
「
離
騒
」
か
ら
継
承
し
た
天
界
遊
行

モ
テ
ィ

l
フ
を
多
用
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
加
え
て
、
『
准
南
子
』

の
編
纂
を
命
じ
た
准
南
王
劉
安
は
、
「
離
騒
傍
」
を
書
い
た
と
『
漢
書
』

准
商
王
伝
に
見
え
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
離
騒
」
に
通
暁

し
た
人
物
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
『
准
南
子
』
か
ら
は
、
当
時
の

道
家
思
想
の
様
相
や
、
道
家
思
想
と
天
界
遊
行
モ
テ
ィ
1
フ
と
の
結

び
つ
き
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の



B

結
果
を
踏
ま
え
て
さ
ら
に
「
逮
遊
」
の
成
立
年
代
や
「
大
人
賦
」
と

3

の
関
係
を
論
じ
る
ζ

と
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

が
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
ま
た
稿
を
改
め
て
検
討
し
た
い
。

‘呈
(
l
)

拙
論
「
楚
辞
「
離
騒
」
の
天
界
遊
行
に
つ
い
て
」
(
『
東
北
大
学
中
国

語
学
文
学
論
集
第
六
/
七
合
併
号
ニ

O
O二
年
)
、
「
楚
辞
「
離

騒
」
に
お
け
る
「
上
下
」
と
「
求
索
」
」
(
『
集
刊
東
洋
学
』
第
九
一
号

二
O
O四
年
)
、
「
楚
辞
「
隣
騒
」
の
「
求
女
」
を
め
ぐ
る
一
考
察
」
(
『
日

本
中
国
学
会
報
』
第
五
七
集
二

O
O五
年
)
。

(2)

以
下
、
楚
辞
本
文
の
引
用
に
は
四
部
叢
刊
本
『
楚
辞
補
注
』
を
、
王

逸
注
に
つ
い
て
は
鴻
紹
祖
観
妙
斎
刊
本
(
台
湾
欝
文
印
書
館
景
印
本
)

「
楚
辞
章
句
』
を
用
い
た
。
ま
た
、
朱
育
問
『
楚
辞
集
注
』
の
引
用
は
宋

端
平
乙
未
刊
本
に
、
「
大
人
賦
」
の
引
用
は
百
柄
本
二
十
四
史
『
史
記
』

司
馬
相
如
列
伝
に
よ
る
。

(3)

例
え
ば
、
「
遠
遊
」
の
初
句
は
「
悲
時
俗
之
迫
随
今
願
経
穆
而
遠

遊
」
で
あ
り
「
大
人
賦
」
冒
頭
部
分
に
含
ま
れ
る
「
悲
世
俗
之
迫
障
守

掲
極
拳
而
遠
務
」
と
酷
似
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
遠
遊
」
の
末
尾
「
下

附
隙
而
無
地
今
、
上
琴
廓
而
無
夫
。
視
傑
忽
而
無
見
守
、
刑
制
愉
悦
而
無

問
。
超
無
矯
以
至
清
今
、
興
泰
初
而
爵
郷
。
」
と
、
「
大
人
賦
」
の
末
尾

「
下
回
附
際
而
無
地
今
、
上
容
廊
而
然
天
。
視
肱
眠
而
無
見
守
、
聴
愉
悦

而
無
問
。
乗
虚
無
而
上
偲
今
、
超
無
友
而
獅
存
。
」
に
は
ほ
ぽ
共
通
す

る
句
が
使
わ
れ
て
い
る
。
表
現
や
語
誌
の
レ
ベ
ル
で
の
共
通
点
や
類

似
点
も
多
い
。

(
4
)

呉
服
朱
氏
行
索
草
堂
刊
本
『
古
文
辞
類
纂
』
谷
六
六
。

(
5
)

比
篇
殆
後
人
的
大
人
賦
而
託
局
之
。
其
文
健
格
平
綬
、
不
類
周
子
。

世
乃
謂
相
如
興
此
潟
之
、
非
也
。
酔
賦
家
展
開
沿
襲
、
蛮
始
子
子
雲
・

孟
堅
。
若
太
史
公
所
録
相
如
蚊
篇
皆
其
所
創
属
。
武
帝
讃
大
人
賦
、
瓢

瓢
有
凌
雲
之
意
。
若
屈
子
己
有
其
詞
、
則
武
帝
聞
之
熱
実
。
此
篇
多

老
・
荘
・
呂
関
以
局
材
、
而
詞
亦
渉
於
灘
騒
・
九
章
者
。
周
子
所
見
書

博
突
。
天
間
・
九
歌
所
栴
紳
怪
、
雌
閑
識
、
不
能
究
知
。
若
夫
神
仙
修

錬
之
説
、
服
丹
度
世
之
情
、
起
子
燕
膏
方
士
而
盛
子
淡
武
之
代
。
屈
子

何
由
預
聞
之
。
(
『
古
文
辞
類
纂
評
点
』
「
迷
遊
」
京
師
国
群
鋳
一
社
一

九
一
四
年
)
。

(
6
)

務
国
恩
『
楚
辞
概
論
』
(
商
務
印
書
館
一
九
三
一
一
一
年
)
二
一
一

1
二

一
三
頁
。
「
迷
遊
」
を
「
大
人
賦
」
よ
り
後
出
の
作
品
と
す
る
意
見
と

し
て
は
他
に
、
津
田
左
右
吉
「
日
本
文
慈
の
研
究
」
第
十
一
神
悟
思

想
の
研
究
(
『
津
田
左
右
吉
全
集
』
第
十
巻
岩
波
書
庖
一
九
六
四

年
こ
八
六

1
一
八
七
頁
、
陸
侃
如
・
橋
一
蹴
君
『
中
国
詩
史
』
(
上
)
「
古

代
詩
史
篇
三
楚
辞
」
(
作
家
出
版
社
一
九
五
六
年
)
一
一
一
九

1
一

三
O
頁
、
藤
野
岩
友
『
増
補
亙
系
文
学
論
』
(
大
学
書
官
房
一
九
六
九

年
)
一
一
三

1
一
一
六
頁
、
胡
小
石
「
〈
遠
遊
〉
疏
証
」
(
『
胡
小
石
論

文
集
』
上
海
古
籍
出
版
社
一
九
八
二
年
)
九
三
頁
な
ど
が
あ
る
。

(7)

張
宗
銘
「
試
論
《
迷
遊
》
仰
賞
馬
屈
原
所
作
」
(
『
文
学
遺
産
増
刊
』

八
輯
一
九
六
一
年
)
、
那
志
逮
「
〈
迷
遊
》
興
《
大
人
賦
》
之
比
較
」

(
中
国
周
原
学
会
編
『
楚
辞
研
究
』
斉
魯
書
社
一
九
八
八
年
)
な
ど
。

(8)

郭
沫
若
氏
は
「
屈
原
研
究
」
(
『
沫
若
文
集
」
第
十
二
巻
人
民
文
学

出
版
社
一
九
五
九
年
)
三
六

O
頁
で
独
自
の
意
見
を
述
べ
て
い
る
。



す
な
わ
ち
、
『
史
記
」
司
馬
相
知
列
伝
の
「
臣
嘗
局
大
人
賦
、
未
就
。
請

具
而
奏
之
。
」
と
い
う
文
章
を
根
拠
と
し
て
、
「
遠
遊
」
は
「
大
人
賦
」

の
初
稿
で
あ
り
、
ど
ち
ら
も
司
馬
相
如
の
作
品
で
あ
る
と
す
る
の
で

あ
る
。
し
か
し
両
作
品
は
内
容
を
全
く
異
に
し
て
い
る
た
め
、
初
稿
と

そ
の
完
成
作
品
と
見
な
す
こ
と
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。

(9)

福
永
光
司
「
『
大
人
賦
』
の
思
想
的
系
譜
l
僻
賦
の
文
筆
と
老
荘
の

哲
翠
」
(
『
東
方
学
報
』
(
京
都
)
第
四
一
冊
一
九
七
O
年
)
一

O

九
1
一一

O
頁
。
福
永
氏
以
外
に
も
、
白
川
静
「
楚
辞
披
説
下
」
(
『
立

命
館
文
学
』
士
二
号
一
九
五
五
年
)
、
竹
治
貞
夫
『
楚
辞
研
究
「
楚

辞
の
文
学
そ
の
詩
的
形
態
の
考
察
」
下
篇
楚
辞
の
構
想
と
主
題
』

第
六
章
「
迷
遊
の
成
立
」
(
風
間
書
房
一
九
七
八
年
)
な
ど
が
「
大

人
賦
」
を
「
遠
遊
」
の
綱
案
と
見
な
し
て
い
る
。

(
却
)
「
楚
辞
と
そ
の
注
釈
者
た
ち
』
(
朋
友
害
届
二

O
O三
年
)
第
三
章

回
「
鎧
辞
後
期
の
諸
作
品
」
二
八
五
:
二
八
八
頁
、
な
お
、
こ
れ
は
『
楚

伐
辞
の
思
想
史
的
研
究
』
(
判
村
山
手
研
究
費
補
助
金
成
果
報
告
書
一
九
九

U

四
年
)
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

刈
(
日
)
注
(
叩
)
前
掲
書
小
南
一
郎
『
楚
辞
と
そ
の
注
釈
者
た
ち
』
第
三
章

悦
「
楚
辞
後
期
の
諸
作
品
」
二
八
八
頁
。

と
(
ロ
)
『
准
南
子
』
盤
形
訓
に
「
勝
因
・
涼
風
・
奨
桐
、
在
昆
祷
悶
悶
之
中
。
」
、

引
一
「
見
掛
之
丘
、
或
上
倍
之
、
是
謂
涼
風
之
山
。
登
之
而
不
死
。
或
上
倍

速
之
、
是
謂
懸
回
。
登
之
乃
盤
、
能
使
風
雨
。
或
上
倍
之
、
乃
維
上
天
。

「辞
登
之
乃
神
、
是
調
太
帝
之
居
。
」
と
あ
る
。

楚
(
日
)
『
准
南
子
』
天
文
訓
に
「
日
出
子
陽
谷
、
浴
子
成
池
、
郷
子
扶
桑
、
是

刻
展
明
。
登
子
扶
桑
、
愛
始
勝
行
、
是
謂
刷
明
。
」
と
あ
る
。

(M)

「
准
南
子
』
堕
形
訓
に
「
建
木
在
都
府
、
衆
帝
所
自
上
下
、
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日
中
無

景
、
呼
而
無
副
問
。
蓋
天
地
之
中
也
。
若
木
在
建
木
西
、
末
有
十
日
、
其

翠
照
下
地
。
」
、
主
逸
注
に
「
若
木
在
昆
衛
西
極
、
其
華
照
下
地
。
」
と

弘山手。。

(
日
)
「
准
南
子
』
原
道
前
に
「
昔
者
、
潟
夷
・
大
丙
之
御
也
、
・
・
・
綴
紀
山

川
、
路
騰
昆
街
、
排
悶
閥
、
論
天
門
。
」
と
、
墜
形
訓
に
「
西
方
日
西

極
之
山
、
日
間
関
之
門
。
」
と
あ
る
。

(
団
)
王
逸
注
に
「
准
南
子
言
、
白
水
出
昆
裾
之
山
。
飲
之
則
不
死
。
」
と

あ
る
が
、
現
行
の
『
准
南
子
』
に
こ
の
文
は
見
え
な
い
。

(
口
)
王
逸
注
に
「
関
風
、
山
名
也
。
在
昆
樹
之
上
。
」
と
あ
る
。

(
日
)
主
逸
注
に
「
春
宮
、
東
方
青
帝
舎
。
」
と
あ
る
。

(
四
)
王
逸
注
に
「
天
津
、
東
極
箕
・
斗
之
問
、
漢
津
也
。
」
と
あ
る
。

(
初
)
王
逸
注
に
「
赤
水
、
出
昆
待
山
。
」
と
あ
る
。

(
幻
)
王
逸
注
に
「
西
皇
、
帝
少
陣
也
。
」
と
あ
る
。

(
幻
)
『
准
南
子
』
墜
形
訓
に
「
西
北
方
日
不
周
之
山
、
臼
幽
都
之
門
。
」
と
、

王
逸
注
に
「
不
周
、
山
名
。
在
昆
南
山
西
北
。
」
と
あ
る
。

(
幻
)
『
史
記
集
解
」
に
「
漢
書
音
義
日
、
少
陽
、
東
極
。
太
陰
、
北
極
。
邪
、

度
東
極
而
升
北
極
者
也
。
」
と
あ
る
。

(
剖
)
『
史
記
正
義
」
に
「
張
一
古
、
飛
泉
、
谷
也
。
在
昆
栂
山
西
南
。
」
と
あ

場。。

(
お
)
『
史
記
正
義
』
に
「
張
云
、
崇
山
、
秋
山
也
。
海
外
経
云
、
秋
山
、
帝

尭
葬
其
陽
。
九
疑
山
、
零
陵
町
四
百
道
服
、
舜
所
葬
慮
。
」
と
あ
る
。

(
お
)
『
史
記
正
義
』
に
「
挑
丞
云
、
大
荒
西
経
云
、
昆
爾
之
丘
、
其
外
有

炎
火
之
山
、
投
物
純
然
。
括
地
志
云
、
弱
水
有
二
原
、
倶
出
女
園
北
阿

僻
逮
山
、
南
流
曾
子
園
北
、
又
市
歴
園
北
、
東
去
一
里
、
深
丈
鈴
、
闘

六
十
歩
、
非
乗
舟
不
可
酒
、
流
入
海
。
阿
僻
遥
山
、
一
名
昆
諸
山
。
其
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山
属
天
柱
。
」
と
あ
る
。

(
幻
)
『
史
記
集
解
』
に
「
漢
書
音
義
目
、
総
極
、

也
。
」
と
あ
る
。

(
お
)
『
史
記
集
解
』
に
「
三
危
、
山
名
也
。
」
と
、
『
史
記
正
義
』
に
「
括

地
志
云
、
三
危
山
在
沙
州
東
南
一
ニ
十
里
。
」
と
あ
る
。

(
却
)
『
史
記
正
義
』
に
「
張
云
、
除
山
在
大
昆
宿
西
二
千
七
百
皇
。
」
と
あ

ゆ
令
。

(
初
)
『
史
記
集
解
』
に
「
漢
書
音
義
目
、
玄
関
、
北
極
之
山
。
寒
門
、
天

北
門
。
」
と
あ
る
。

(
担
)
王
逸
注
に
「
丹
丘
、
登
夜
常
明
也
。
」
と
あ
る
。

(
位
)
王
逸
注
に
「
湯
谷
、
在
東
方
少
陽
之
位
。
准
南
言
、
日
出
湯
谷
、
入

虞
淵
也
。
」
と
あ
り
、
現
行
の
『
准
南
子
』
説
林
訓
に
は
「
日
出
暢
谷
、

入
子
虞
淵
。
」
と
あ
る
。
ま
た
、
洪
興
祖
『
楚
辞
補
注
』
に
「
湯
、
音

陽
。
」
と
あ
る
。

(
お
)
王
逸
注
に
「
九
陽
、
調
天
地
之
涯
也
。
」
と
あ
る
。

(
M
A
)

王
逸
注
に
「
太
儀
、
天
之
帝
庭
、
習
威
儀
之
所
廃
也
。
」
と
あ
る
。

(
お
)
主
逸
注
に
「
暮
至
東
方
之
玉
山
也
。
爾
雅
目
、
東
方
之
美
者
、
有
瞥

無
間
之
均
肝
瑛
鷲
。
」
と
あ
り
、
「
於
微
悶
」
は
こ
の
「
瞥
無
関
」
の
こ

と
で
あ
る
と
す
る
。

(
お
)
『
礼
記
』
月
令
に
「
孟
春
之
月
、
其
日
甲
乙
、
其
帝
太
陣
、
其
神

句
芭
。
」
と
あ
る
。

(
幻
)
『
礼
記
』
月
令
に
「
孟
秋
之
月
、
其
日
庚
辛
、
其
帝
少
時
、
其
神

隠
枚
。
」
と
あ
る
。

(
お
)
「
礼
記
』
月
令
に
「
孟
夏
之
月
、
其
日
丙
丁
、
其
帝
炎
帝
、
其
神

祝
融
。
」
と
あ
る
。

葱
領
山
也
。
在
西
域
中

(
却
)
『
礼
記
』
月
令
に
「
孟
冬
之
月
、
・
・
其
日
壬
突
、
其
帝
傾
頭
、
其
神

玄
冥
。
」
と
あ
る
。

(
判
)
「
長
門
賦
」
の
当
該
箇
所
及
び
前
後
の
句
の
原
文
は
以
下
の
通
り
。

「
夫
何
一
佳
人
守
、
歩
池
逃
以
自
由
品
。
魂
織
供
而
不
反
号
、
形
枯
柄
而

獅
居
。
言
我
朝
往
而
暮
来
守
、
飲
食
柴
而
忘
人
。
心
憐
移
而
不
省
故
号
、

交
得
意
市
相
親
。
」
(
胡
克
家
本
『
李
善
注
文
選
』
巻
十
六
)
。

(
羽
)
李
善
注
に
も
「
言
精
魂
総
供
、
形
髄
枯
柄
、
悲
伴
之
甚
也
。
」
と
あ

マ令。

(
刊
叫
)
『
老
子
の
新
研
究
』
(
創
文
社
一
九
五
九
年
)
三

O
七
1
三一

O

頁。

(
必
)
『
老
子
』
(
朝
日
選
書
中
国
古
典
選
朝
日
新
聞
社
一
九
九
七

年
)
八
九

1
九
O
頁。

(
“
)
黄
帝
采
首
山
銅
、
鈴
鼎
於
荊
山
下
。
鼎
既
成
、
有
龍
垂
胡
露
下
迎
黄

帝
。
黄
帝
上
騎
、
翠
臣
後
宮
従
上
者
七
十
徐
人
、
龍
乃
上
去
。
餓
小
臣

不
得
上
、
乃
悉
持
龍
棒
、
龍
舜
抜
、
堕
、
堕
黄
帝
之
弓
。
百
姓
仰
望
黄

帝
既
上
天
、
乃
抱
其
弓
輿
胡
将
放
。

(
伍
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
注
(9)
前
掲
福
永
論
文
「
『
大
人
賦
』
の
思

想
的
系
譜
僻
賦
の
文
皐
と
老
荘
の
哲
堕

1
」一

O
六
1
一
O
七
頁

に
も
指
摘
が
あ
る
。

(
必
)
内
山
俊
彦
「
漢
初
賞
老
思
想
の
考
察
(
二
)
」
(
『
山
口
大
学
文
学
会

誌
』
一
四
巻
第
一
号
一
九
六
三
年
)
四
五

1
四
八
頁
、
浅
野
裕
一
『
質

老
道
の
成
立
と
展
開
』
(
創
文
社
一
九
九
二
年
)
第
三
部
第
十
一
章

「
武
帝
の
統
治
と
黄
老
道
の
衰
退
」
七
O
一
一
貝
な
ど
。




